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は じ め に 
 

東京電力・福島第一原発事故から11年8ヵ月が過ぎました。 

東電と国は 2041年～51年までに最も難関といわれる溶融核燃料（デブリ）を取り出して廃炉を完成さ

せる計画でしたが、最初に取り出しを進める 2号機は、デブリを空気中で取り出す『気中工法』で準備が

進められ、3号機は『冠水工法』で行うことが検討されたものの、廃炉作業は難航を極め、いまだ取り出

し技術の確立でさえ手探りの状態にあります。 

昨年 4月 13日、政府は、貯蔵タンクに溜まり続けたトリチウム等を含むＡＬＰＳ 処理水（汚染水）を

太平洋に海洋放出する方針を関係閣僚会議で決定しました。そして「関係者の了解なしでは放出しない」

としていた東京電力は、漁業・水産業関係者をはじめ、多くの福島県民の強い反対を押し切って、海底に

設置したパイプラインで 1km 程度の沖合に放出するための配管工事に着手し、2023 年春以降に開始する

事前準備を進めています。 

一方、岸田政権は脱炭素の加速化やロシアのウクライナ侵攻によって生じたエネルギー問題に口実にし

ながら、ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）実行会議を立ち上げ、福島第一原発事故後から守っ

てきた「原発依存度の低減」方針を転換し、原子力の最大限活用、原発再稼働の推進と新増設、運転期間

の制限（現行原則 40年、特別に 60年まで）の撤廃、高速炉や小型原発の開発、核融合炉開発の推進など、

一転して原発推進政策に大きく舵を切りました。このままでは再稼働した老朽原発の無期限運転にもなり

かねません。 

こうしたなか、今年 2 月 24 日にロシアによるウクライナ侵攻が開始されましたが、市民を巻き添えに

したロシア軍による残虐行為となりふり構わぬ原発関連施設等への攻撃・占拠は世界中の人々に衝撃や恐

怖を与えました。さらには核兵器廃絶のために多くの人々が営々と築き上げてきたたゆまぬ努力を踏みに

じって核兵器使用がほのめかされ、国内でも政府関係者からは「核共有」や「核抑止」という言葉が平然

と唱えられるようなりました。 

インドやパキスタンで核実験が相次ぎ、軍事的緊張が高まっていた 1998 年、若い世代に核廃絶や世界

平和を国連で直接訴えてほしいという思いから、長崎で「高校生平和大使」が発足して今年で 25 周年を

迎えます。 

毎年入れ替わる高校生たちが、変わらぬ思いをもって四半世紀もの間、バトンをつないできましたが、

連日伝えられるウクライナでの戦争の惨禍に対して「このままではいけない」と危機感を持ち、自らが平

和を発信するという決意をもって平和大使に応募した高校生は過去最多だったと伝えられています。今年

もそうした第 25 代の高校生平和大使があらたに選出されましたが、今回も私たちの交流学習会でその思

いを語っていただきます。 

原発事故被災地での「国労フクシマ交流・視察学習会」も今回で 10回目となりました。 

高校生平和大使のようにこれから国労を担う次世代の仲間たちとともに、東電福島第一原発事故の教訓

を風化させず、原発再稼働阻止と再生可能エネルギー政策への転換と脱原発社会の実現に向け、さらに運

動をすすめていく決意を固め合いたいと思います。 
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第 10回国労フクシマ交流・視察日程について 

１. 日  時  2022年 11月 26日（土）～11月 27日（日） 

２. 内  容   (1) 東京電力福島第一原発事故被災地視察 

① 常磐線運転状況および避難指示解除区域等の視察 

② 原発事故関連施設等の視察  

(2) 福島第一原発の現状と課題についての学習会    

(3) 現地からの報告と交流 

 

  【11月 26日（土） 現地視察・交流会】 

【集合時間・場所】26日（土）12時 20分 ＪＲ常磐線「いわき」駅改札集合 

●品川発「ひたち 7号」⇒ いわき着 12：07 ●仙台発「ひたち 14号」⇒ いわき着 12：16 

           『現地視察』第 1班（ＪＲ採用中心） 

13:00いわき駅西口出発（昼食後）⇒常磐線運転状況視察（Ｊヴィレッジ駅・

夜ノ森駅）⇒ 15:00富岡町『東電廃炉資料館』⇒「ホテル丸屋グランデ」18：

00着予定 

『現地視察』第 2班 （シニア中心） 

13:00いわき駅西口出発（昼食後）⇒常磐線復旧状況視察（Ｊヴィレッジ駅・

夜ノ森駅）⇒ 15:40双葉町『東日本大震災・原子力災害伝承館』⇒「ホテル

丸屋グランデ」18：00着予定 

交流会 18：30から ＜全行程レンタカーで移動＞ 

＜宿泊＞ 『ホテル丸屋グランデ』☎ 0244-23-6221 

〒975-0004 福島県南相馬市原町区旭町 2丁目 28番地  

   【11月 27日（日） 現地視察・学習会】 

『現地視察』第 1班（ＪＲ採用中心） 

8：30ホテル出発⇒  

9：00双葉町『東日本大震災・原子力災害伝承館』 

※ 昼食 12：00～（双葉町産業交流センター『伝承館』内）  

           『現地視察』第 2班（シニア中心） 

8：30ホテル出発⇒ 

 9：30富岡町『東電廃炉資料館』⇒ 双葉町産業交流センター  

※ 昼食 12：00～（双葉町産業交流センター『伝承館』内） 

  『第 10回国労フクシマ交流学習会』（同会場 13時～15時 30分） 

※終了後、双葉駅またはいわき駅（17時 30分頃着予定）まで車で移動して解散 
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交流・学習会次第 
 

 

『交流会』 （18：30～20：30） 

 

(1) 司会・開会挨拶    辻   将城（国労本部業務部長） 

(2) 主催者挨拶      木村  忠義（国労本部副委員長） 

(3) 自 己 紹 介      全員から 

懇     談 

(4) 閉 会 挨 拶          岩元  孝信（国労本部書記長） 

 

『第 10回国労フクシマ交流学習会』 （13：00～15：30） 

 

(1) 司会挨拶       赤沼  廣行（国労水戸地本書記長） 

(2) 開会挨拶       塙   正人（国労水戸地本委員長） 

(3) 主催者挨拶      松川   聡（国労本部委員長） 

(4) 来賓挨拶       星    美羽（みう）さん（第 25代高校生平和大使） 

中條 紗音（すずね）さん（第 25代高校生平和大使） 

（5）講  演     『脱原発－フクシマの現状と課題』 

  引地 力男さん（福島県平和フォーラム事務局長） 

（6）報  告     『常磐線全線運転再開までの取り組み』 

              泉   秀俊（国労水戸地本） 

（7）報  告（原発立地関係地本 3エリア・3地方本部） 

北海道・北陸・静岡・米子・四国・九州の各エリア本部・地本 

（8）意見・感想 

 (9) ま と め       岩元   孝信（国労本部書記長） 

（10）閉会挨拶       小檜山 広幸（国労仙台地本委員長） 
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第 10回国労フクシマ交流・現地視察学習会写真 

 

 

 

常磐線『夜ノ森』『Jヴィレッジ』駅を視察～モニタリングポストの数値はいまだに 0.159μSv/h 

 

 

 

『東電廃炉資料館』と『伝承館』にて～原発事故の反省と教訓に学ぶ 
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第 10回国労フクシマ交流学習会～『双葉町産業交流センター』にて 

 

 

「核の苦しみ訴えたい」「武力による平和はない」～訴え続ける高校生平和大使 







避難指示区域の概念図
令和４年８月３０日時点 双葉町特定復興再生拠点区域の避難指示解除後

いわき市

相馬市

福島第二
原子力発電所

20km

福島第一
原子力発電所

国道6号

JR常磐線

浪江町

双葉町
田村市

富岡町

広野町

南相馬市

伊達市

二本松市

川俣町

川内村

帰還困難区域

特定復興再生拠点区域

避難指示解除区域
旧緊急時避難準備区域
（2011年9月30日解除）

凡例

葛尾村

楢葉町

飯舘村

大熊町

（富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・飯舘村・葛尾村）

常磐道

Ｈ２９．３．３１
避難指示解除準備区域及び
居住制限区域を解除

Ｈ２８．７．１２
避難指示解除準備区域及び
居住制限区域を解除

Ｈ２９．３．３１
避難指示解除準備区域
及び居住制限区域を解除

Ｈ２８．６．１２
避難指示解除準備区域及び居住制限区域
を解除

R４．６．１２
特定復興再生拠点区域（帰還困難区域の
一部）を解除

Ｈ２９．３．３１
避難指示解除準備区域及び
居住制限区域を解除

Ｈ２６．４．１
避難指示解除準備区域を解除

Ｈ２６．１０．１
避難指示解除準備区域を解除
居住制限区域を避難指示解除
準備区域に再編
→Ｈ２８．６．１４
避難指示解除準備区域を解除

Ｈ２７．９．５
避難指示解除準備区域を解除

Ｈ２９．４．１
避難指示解除準備区域
及び居住制限区域を解除
R２．３．１０
特定復興再生拠点区域
の一部を解除

Ｈ３１．４．１０
避難指示解除準備区域及び居住制限
区域を解除

R２．３．５

特定復興再生拠点区域の一部を解除
R４．６．３０
特定復興再生拠点区域（帰還困難区域
の一部）を解除
R４．６．１２
特定復興再生拠点区域（帰還困難区域

の一部）を解除

R２．３．４
避難指示解除準備区域
及び特定復興再生拠点

区域の一部を解除

大熊町特定復興再生拠点区域（R４．６．３０解除）

葛尾村特定復興再生拠点区域（R４．６．１２解除）

双葉町特定復興再生拠点区域（R４．８．３０解除）
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＜資料＞ 

常磐線（いわき～原ノ町間）と伝承館・双葉町産業交流センター 
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全国の原発再稼働と廃炉の現状
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60年超の原発も運転容認 原子力規制委 

仕組みの上では無期限も可能に （東京新聞 22.11.3より）

 原子力規制委員会は去る 11月 2日の定例会で、「原則 40年、最長 60年」とする原発の運転期間の規定

を見直す政府方針を受け、60年を超えた原発でも 10年以内ごとに設備の劣化状況を審査し、新規制基準

に適合すれば運転を認める方針を示した。 

仕組みの上では、無期限運転も可能になりかねない。 

現行の 40 年超の運転延長は、制度導入時に「例外中の例外」とされたものの、具体的な審査に入った

原発 4基全てが認可され、形骸化している。 

原発の運転期間を原則 40年とする規定は、東京電力福島第一原発事故を受け、2012年に原子炉等規制

法（炉規法）を改正して導入。40年を前に「特別点検」と呼ばれる詳しい劣化状況調査をした上で、1回

に限り最長 20年の運転延長ができることになっている。 


